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工　事　店　名 

田 仁 住 宅 設 備  

前野住宅設備工事店 

㈲ 江 本 商 店 

㈲マンテン産業 

大 田 設 備  

中 筋 建 工㈱ 

㈱ ア ズ マ 四 国 

坂本設備工業㈱ 

㈱ 片 山 組 

角 元 水 道㈱ 

㈲亀 谷 建 設 

㈲富 士 住 宅 

ハ シ ケ ン 設 備  

番号 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

17

所　　在　　地 

美波町奥河内字本村114 

美波町西河内字木谷野37 

美波町奥河内字寺前187-5 

美波町山河内字なか71-1 

牟岐町大字中村字本村274-2 

徳島市大道1丁目10 

阿南市羽ノ浦町岩脇ヌクミ51-4 

海陽町大里字杉谷14-5 

美波町奥河内字寺前490-8 

阿南市橘町幸野31-34 

美波町西河内字大久保70-1 

阿南市那賀川町大字中島西ノ久保74 

美波町西ノ地字東地140-1

電 話 番 号 

7 7 － 0 7 6 7  

7 7 － 0 8 2 9  

7 7 － 0 6 8 3  

7 7 － 2 2 2 5  

7 2 － 3 0 0 7  

(088)654－4455 

(0884)44－5638 

7 3 － 3 3 3 7  

7 7 － 0 1 7 0  

(0884)27－1010 

7 7 － 2 0 9 1  

(0884)24－4588 

7 8 － 0 1 6 6

美波町下水道排水設備指定工事店一覧 

工 事 店 名 

阿 波 住 設  

延 原 設 備  

㈲妙 夏 設 備 

㈲ジャンボ児島 

㈱ 菊 谷 組 

阿 水 工 業㈲ 

㈲松原設備工業 

㈱カ ミ デ ン キ 

本 田 建 設㈲ 

㈲井 上 建 設 

魚 里水道興業㈲ 

長 谷 設 備 企 画  

番号 

19 

20 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31

所　　在　　地 

海陽町浅川字粟浦奥56-2 

美波町奥河内字弁才天140-8 

徳島市国府町芝原字東分87-6 

阿南市羽ノ浦町中庄新ノ池14-1 

美波町西の地字志和岐谷3-20 

阿南市新野町馬場53-8 

阿南市羽ノ浦町中庄原婦知11-1 

阿南市内原町中分24-3 

美波町西の地字西地16 

美波町赤松字新発口174 

徳島市西新浜町１丁目3-15 

阿南市富岡町滝ノ下39-4

電 話 番 号 

7 3 － 2 5 0 5  

7 7 － 1 7 2 9  

(088)642－9955 

(0884)44－2712 

7 8 － 0 0 5 5  

(0884)36－2015 

(0884)44－2177 

(0884)26－0456 

7 8 － 0 1 0 7  

7 9 － 3 3 5 0  

(088)662－5528 

(0884)22－9292

（受付順） 

基本水量 

10m3
超過水量 

10m3を超える分 

 

超過料金 

1m3につき100円 

基本料金 

900円 

区　　分 

一般家庭集会所等 

広報みなみ 9

※ 下水道についてのお問い合わせは役場建設課（☎77-3618）まで 

－－下水道は快適な生活環境をサポートします－－ 

 ※指定工事店の指定については、随時行っています。 

志和岐漁業集落排水施設の供用を開始します 
　美波町では、平成23年3月31日に志和岐漁業集落排水施設の供用開始を予定
しています。志和岐地区の皆様については、下水道への接続工事を行っていただき
ますと、下水道の使用ができることとなります。 
　下水道にご加入いただいたご家庭からは、臭いもなくなり、とても良くなったと
の好評をいただいております。 
　下水道へ接続することにより、側溝及び水路からの悪臭がなくなり、快適な生活
環境になることが期待されます。 

■使用料について 
　漁業集落排水の使用料の計算に係る汚水量は、水道の使用水量を基本とします。
また、井戸水等を使用している場合及び営業などにより漁業集落排水に排除す
る汚水の量と水の使用量とが著しく異なる場合は、使用状況などを申告等によ
り勘案して汚水の量を認定します。 

 

 

※使用料金は、上記料金表により計算された額に消費税（5％）を加算した額となります。 

■加入金について 
　1箇所あたり　10万円   
ただし、施工上やむを得ず公共ますを複数設置する場合は、1個追加するごとに5万円追加されます。 

■補助金について 
　下水道に接続する工事（排水設備工事）に係る経費は各個人のご負担となりますが、加入及び接続に対し、
補助を行います。 

（1）加入補助金 
　供用開始日から、1年以内に加入申込みをすると5万円の補助金が支給されます。 

（2）接続補助金 
　供用開始日から、1年以内に施設に引込みを行うと2万円の補助金が支給されます。 

■排水設備工事について 
　排水設備工事については、町が指定する工事店の中から選び、申込みすることになります。 


